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証明書交付手数料のキャッシュレス決済導入開始について 

 

１．概要 

市民サービスの向上と行政運営の効率化のため、３月２日から下記の窓口におい

て、ポータブル決済端末を設置し、各種証明書交付手数料のキャッシュレス決済サー

ビスを導入します。 

 

２．導入開始日 

 令和８年３月２日（月曜日）から 

  

３．キャッシュレス決済が利用できる窓口と証明書一覧 

総務部 税務納税課 所得証明書、課税証明書、非課税証明書、評価証明書、公

課証明書、台帳記載事項証明書、土地・家屋名寄帳、地番

図の写し、納税証明書、完納証明書等 

市民部 市民課 戸籍謄本/抄本、除籍謄本/抄本、戸籍附票全部/個人、受

理証明、住民票全員/一部、住民票記載事項証明、印鑑登

録証明書等 

 

４．利用可能なキャッシュレス決済サービス 

クレジットカード VISA/JCB/Master/Amex/Diners/Discover 

電子マネー 交通系 IC/楽天 Edy/WAON/nanaco/iD/QUICPay 

QRコード決済 PayPay/d払い/au Pay/メルペイ/J-Coin Pay/ゆうち

ょペイ/楽天ペイ/AEONPay/WeChatPay/Alipay 

 

５．その他（注意事項） 

・ 市県民税などの税金の窓口支払いにはご利用いただけません。 

・ これまでどおり現金での支払いも可能です。 

・ 窓口での電子マネーへのチャージはできません。 

・ 現金との併用はできません。 

 

 


